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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ガラス板表面に、Ａｇ層を１層有する低放射膜が形成された、目視による外観がグレー色
調を呈するグレー色調低放射ガラスにおいて、
該低放射膜が、ガラス板表面から順に、第１誘電体層、Ａｇ層、第２誘電体層、光吸収層
、及び第３誘電体層、が積層されたものであり、
該第１誘電体層の光学膜厚が４５～８０ｎｍ、
該Ａｇ層の物理膜厚が７～１０ｎｍ、
該第２誘電体層と該第３誘電体層の光学膜厚の合計が７５～１１０ｎｍ、及び
該第２誘電体層と該第３誘電体層の膜厚の合計値に対する、該第２誘電体層の膜厚が１８
～５５％であり、
透過光の可視光透過率が６５％以下であり、透過色がグレー色であり、
反射光の可視光反射率は２０％未満であり、反射色がニュートラル～青色であることを特
徴とするグレー色調低放射ガラス。
【請求項２】
前記光吸収層は、Ｔｉ、ＮｉＣｒ、Ｎｂ、及びステンレス鋼からなる群から選ばれる少な
くとも１つを有することを特徴とする請求項１記載のグレー色調低放射ガラス。
【請求項３】
前記光吸収層がＴｉを有するものであり、該光吸収層の物理膜厚が３～８ｎｍであること
を特徴とする請求項１記載のグレー色調低放射ガラス。
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【請求項４】
前記Ａｇ層は、直上にバリア層を有するものであることを特徴とする請求項１乃至請求項
３のいずれかに記載のグレー色調低放射ガラス。
【請求項５】
可視光透過率が５５～６５％であることを特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれかに
記載のグレー色調低放射ガラス。
【請求項６】
請求項１乃至請求項５のいずれかに記載のグレー色調低放射ガラスと、ガラス板とを、中
空層を介して一体化させた複層ガラス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、目視による外観がグレー色調を呈する低放射ガラスに関し、特にＡｇ層が１
層であるグレー色調低放射ガラスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、冷暖房効率の向上を目的として、低放射性の積層膜（以下、低放射膜と記載する
こともある）を形成した低放射ガラスを使用した窓ガラスが普及しつつある。この低放射
ガラスは、室内に可視光を取り入れ、窓ガラスに要求される採光性を満たす一方で、前記
の低放射膜が近赤外域から赤外域の光を反射するため、太陽光による室内の温度上昇を抑
制できる。また、室内から室外への熱の伝達を遮断するため、室内を保温、断熱する能力
も高い。
【０００３】
　上記の低放射膜は、通常Ａｇ層と誘電体層とを積層したものが用いられているが、各層
の厚みや厚みの比率等を特定の範囲内とすることによって、透過色と反射色等を所望のも
のとすることが可能である。低放射膜の上記のような色の特性を活かし、クリア（ほぼ無
色）や彩度の低いブルー、グリーンやイエロー等の透過色と、ブルーやグリーン等の反射
色と、を有する低放射ガラスが用いられていた。また、より壁面との一体感を求めたガラ
スとして、彩度や明度を抑えた透過色、主張しすぎない反射率と反射色を有する低放射ガ
ラスも求められている。
【０００４】
　低放射ガラスの所望の透過色や反射色を得る手法としては、前述した各層の膜厚や比率
を特定の範囲内とする他に、可視光を吸収する光吸収層を用いるものが提案されている。
例えば特許文献１には、Ａｇ等の低放射層、Ｎｉ、Ｃｒ、ＮｉとＣｒの合金、Ｔｉ等の光
吸収金属層、シリコンナイトライド層、及び誘電体層をこの順に積層した低放射ガラスが
提案されている。当該文献では、該光吸収金属層が可視光を一定部分吸収することによっ
て、低放射ガラスが所定の色を有するようにすると記載されている。
【０００５】
　また、特許文献２には、Ａｇ層を２層用いて、Ａｇ層上に吸収層を設けた低放射ガラス
が提案されている。当該文献によると、吸収材の適切な選択によりガラスの透過色を制御
し、透過色をニュートラルな色とすることが可能である旨が記載されている。また、実施
例において、透過色は灰色で緑から青い色合いに調整可能であると開示されている。
【０００６】
　また、特に吸収層と色の関係について明言されていないが、例えば特許文献３には、Ａ
ｇ層より基材側にＴｉ等の高吸収主層を設けた低放射ガラスが開示されている。当該文献
には、透過色は青色又は青緑色であり、反射色は青緑色である旨が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特表２０１５－５２６３６９号公報
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【特許文献２】特表２００８－５４０３２０号公報
【特許文献３】特表２００５－５２３８６９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　前述したように、近年、建物の外観品質の向上への要求が高まりつつある。具体的には
、より壁面との一体感を有する建築用の窓ガラスが求められており、目視による外観がグ
レー色調を呈する低放射ガラスが求められている。
【０００９】
　目視による外観がグレー色調を呈するためには、可視光透過率を低く抑え、さらに透過
色がグレー色である低放射ガラスを用いるのが一般的である。その一方で、人間の目には
透過色と反射色が合わさって視認されることから、実際に目で見た時の色の印象は反射色
の影響も大きく受けることが知られている。ここで、従来、目視で外観を見た場合に特定
の色を呈していないように感じるものとして、クリア色調やシルバー色調の低放射ガラス
が知られており、通常、可視光透過率が７５～８０％程度のものをクリア色調、可視光透
過率が７０％程度、及び可視光反射率が２０％程度のものをシルバー色調等と呼んでいる
。上記のようなクリア色調やシルバー色調の場合、人の目に色味を帯びて視認されるのを
防ぐために、反射色を淡い青色とすることが多かった。
【００１０】
　目視でグレー色調を呈する低放射ガラスについて本発明者が検討を行ったところ、低放
射ガラスのうちＡｇ層が１層である低放射膜を用いると、２層用いた場合よりも色味を抑
えたグレー色調を呈することがわかった。そこでＡｇが１層の低放射膜を用いて検討を進
めると、可視光透過率を低く抑え、透過色をグレー色とした低放射ガラスでは、反射色の
色味を強く視認し易くなる場合があると新たに分かった。
【００１１】
　従って本発明は、目視による外観がグレー色調を呈する低放射ガラスにおいて、反射色
の色味を抑制可能なグレー色調低放射ガラスを得ることを目的とした。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記の課題に対して本発明者らが鋭意検討を行ったところ、反射色がニュートラル～青
色である低放射ガラスであれば、色味を抑制した良好なグレー色調が得られることがわか
った。そこで、上記のような透過色と反射色を達成するために、さらなる検討を行ったと
ころ、Ａｇ層を１層用いた低放射膜の特定の位置に可視光を吸収する光吸収層を設けると
、可視光透過率を６５％以下に下げ、透過色をグレー色とすることが可能となることがわ
かった。また、一方で特定の位置に光吸収層を設けただけでは、透過色がグレー色であり
ながら淡い色味を呈してしまう場合があったり、反射色に赤色味が混ざったりなどして外
観が好ましくなくなるという新たな問題がわかった。当該問題についてさらに検討を行っ
たところ、低放射膜の各層を特定の膜厚範囲内とすることによって、上記の色味の問題を
抑制し、反射色をニュートラル～青色とすることが可能になった。
【００１３】
　すなわち本発明は、ガラス板表面に、Ａｇ層を１層有する低放射膜が形成された、透過
色がグレー色調を呈するグレー色調低放射ガラスにおいて、該低放射膜が、ガラス板表面
から順に、第１誘電体層、Ａｇ層、第２誘電体層、光吸収層、及び第３誘電体層、が積層
されたものであり、該第１誘電体層の光学膜厚が４５～８０ｎｍ、該Ａｇ層の物理膜厚が
７～１０ｎｍ、該第２誘電体層と該第３誘電体層の光学膜厚の合計が７５～１１０ｎｍ、
及び該第２誘電体層と該第３誘電体層の膜厚の合計値に対する、該第２誘電体層の膜厚が
１８～５５％であることを特徴とするグレー色調低放射ガラスである。
【００１４】
　また、前記光吸収層は、Ｔｉ、ＮｉＣｒ、Ｎｂ、及びステンレス鋼からなる群から選ば
れる少なくとも１つを有するものとしてもよい。
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【００１５】
　また、前記光吸収層がＴｉを有するものであり、該光吸収層の物理膜厚が３～８ｎｍで
あるものとしてもよい。
【００１６】
　また、前記Ａｇ層は、直上にバリア層を有するものとしてもよい。
【００１７】
　また、グレー色調低放射ガラスの可視光透過率が、５５～６５％であるものとしてもよ
い。
【００１８】
　また、前記グレー色調低放射ガラスと、ガラス板とを、中空層を介して一体化させた複
層ガラスとしてもよい。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明により、目視による外観がグレー色調を呈する低放射ガラスにおいて、反射色の
色味を抑制可能なグレー色調低放射ガラスを得ることが可能となり、建物の外観品質の向
上へ寄与する窓ガラス板を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の低放射ガラスの一実施形態を表す断面模式図である。
【図２】実施例及び比較例の、透過光のａ＊とｂ＊をプロットした図である。
【図３】実施例及び比較例の、膜面反射の反射光のａ＊とｂ＊をプロットした図である。
【図４】実施例及び比較例の、ガラス面反射の反射光のａ＊とｂ＊をプロットした図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
１：用語の説明
【００２２】
（光学特性）
　本明細書において、以下の各種光学特性は、いずれも自記分光光度計（日立製作所製、
Ｕ－４０００）を用いて測定した結果を用いた。
【００２３】
（可視光透過率、可視光反射率）
　本明細書における「可視光透過率」及び「可視光反射率（以下「反射率」と記載するこ
ともある）」は、ガラス板の厚みが３ｍｍの時の、ＪＩＳ　Ｒ３１０６（１９９８）に準
拠する方法で算出した。
【００２４】
（グレー色調）
　本明細書における「グレー色調」は、目視による外観がグレー色を呈することを指すも
のとする。ただし、目視観察の結果を具体的に数値化するのは困難である為、本明細書で
は、以下の「透過光の光学特性」及び「反射光の光学特性」が所定の数値内に入るものを
「グレー色調」とした。
【００２５】
（透過光の光学特性）
　本明細書におけるグレー色調は、透過光の可視光透過率が６５％以下であり、透過色が
グレー色となる。透過光の「グレー色」とは、ガラス板の厚みが３ｍｍの時の、ＪＩＳ　
Ｚ８７８１－４に準拠して算出した低放射ガラスの透過色をＣＩＥ　Ｌ＊ａ＊ｂ＊色度座
標図で表した値において、ａ＊が－４以上、０以下、ｂ＊が－４以上、１以下の範囲内に
あることを指すものとする。また、好ましくは可視光透過率が５５～６５％、ａ＊が－３
以上、０以下、ｂ＊が－３以上、０以下としてもよい。
【００２６】
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（反射光の光学特性）
　本明細書におけるグレー色調を得るための、反射光の可視光反射率は２０％未満であり
、反射色はニュートラル～青色となる。また、反射光は非成膜面であるガラス板面側の反
射（以下、「ガラス面反射」と記載することもある）及び低放射膜面側の反射（以下、「
膜面反射」と記載することもある）の両方を評価し、本明細書のグレー色調においては、
ガラス面反射及び膜面反射のどちらの反射色も、ニュートラル～青色となる。上記の「ニ
ュートラル～青色」とは、ガラス板の厚みが３ｍｍの時の、ＪＩＳ　Ｚ８７８１－４に準
拠して算出したそれぞれの反射色を、ＣＩＥ　Ｌ＊ａ＊ｂ＊色度座標図で表した値におい
て、ａ＊が－５以上、０以下、及びｂ＊が－２０以上、０以下であることを指すものとす
る。また、好ましくは、ガラス面反射においてａ＊が－３以上、０以下、及びｂ＊が－１
０以上、－５以下、膜面反射においてａ＊が－４以上、０以下、及びｂ＊が－１５以上、
－５以下の範囲内であるとしてもよい。
【００２７】
（物理膜厚）
　物理膜厚とは、一般的に用いられる膜厚と同じ意味であり、単なる薄膜の厚さである。
本明細書においては、低放射膜作製時と同様の成膜条件で作製した単層膜の膜厚と基材の
搬送速度との積から、該単層膜を作製する際の成膜速度を求め、該成膜速度を用いて低放
射膜の該当する層の膜厚を算出した値である。
【００２８】
（光学膜厚）
　光学膜厚とは、物理膜厚と屈折率の積で表される値であり、本明細書においては低放射
膜作製時と同様の成膜条件で作製した単層膜の波長５５０ｎｍにおける屈折率と膜厚との
積から算出した値である。本発明における該屈折率は、単層膜の透過率と反射率とを測定
し、得られた値から光学シミュレーション（Ｒｅｆｌｅｃｔａｎｃｅ－ｔｒａｎｓｍｉｔ
ｔａｎｃｅ法）によって算出した。
【００２９】
（膜の記載）
　本明細書において「ＺｎＡｌ」とは、ＺｎにＡｌを混合した膜を示しており、ＺｎとＡ
ｌが１：１で混合する事を示すものではない。Ａｌの含有量は適宜選択されるが、例えば
１～１０ｗｔ％としてもよい。また、ＺｎＡｌが酸化された膜を「ＺｎＡｌＯ」と記載す
るが、これもＺｎ：Ａｌ：Ｏが１：１：１になることを示すものではない。
【００３０】
　また、「ＮｉＣｒ」とは、ＮｉとＣｒを主として含む合金膜を示しており、ＮｉとＣｒ
が１：１で混合する事を示すものではない。上記成分の含有量は適宜選択されればよいが
、例えばＮｉの含有量を５５～８５ｗｔ％、Ｃｒの含有量を１０～２５ｗｔ％としてもよ
い。また、Ｆｅなどの他の元素を含んでも良い。
【００３１】
　また、「ステンレス鋼」とは、Ｆｅ、Ｃｒ、及びＮｉが混合したものを特に指し、以下
「ＳＵＳ」と記載することもある。上記の３成分の含有量は適宜選択されればよいが、例
えばＦｅを５０～８０ｗｔ％、Ｃｒを１０～２５ｗｔ％、Ｎｉを０～２０ｗｔ％含有する
としてもよい。また、ＭｎやＭｏなどの他の元素を含んでも良い。
【００３２】
　また、「ＺｎＳｎ」とは、ＺｎにＳｎを混合した膜を示しており、ＺｎとＳｎが１：１
で混合する事を示すものではない。Ｓｎの含有量は適宜選択されるが、例えば３０～７０
ｗｔ％としてもよい。また、ＺｎＳｎが酸化された膜を「ＺｎＳｎＯ」と記載するが、こ
れもＺｎ：Ｓｎ：Ｏが１：１：１になることを示すものではない。
【００３３】
（光吸収層）
　本明細書における「光吸収層」とは、該光吸収層単層の可視光吸収率が２０～３０％の
層である。通常、本発明のような低放射ガラスの場合、低放射膜内の特定の層のみの光学
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特性を測定するのは容易ではないため、本明細書では以下の方法で算出した可視光吸収率
を「光吸収層単層の可視光吸収率」とした。
【００３４】
　まず、厚み３ｍｍのソーダライムガラス板上に、ガラス板／光吸収層／任意の誘電体層
をこの順で形成し、ＪＩＳ　Ｒ３１０６（１９９８）に準拠する方法で可視光吸収率Ａを
算出した。次に、上記と同様のガラス板、及び任意の誘電体層を、ガラス板上に、ガラス
板／任意の誘電体層の順に形成し、可視光吸収率Ｂを算出した。次に、可視光吸収率Ａ－
可視光吸収率Ｂを算出し、得られた値を光吸収層の可視光吸収率とした。
【００３５】
　なお、上記の光吸収層は、作製する低放射膜と同様の種類及び膜厚とする。また、光吸
収層の上に形成する任意の誘電体層は、作製する低放射膜において光吸収層の上に形成す
る誘電体層と同様の種類及び同等の膜厚を用いればよい。本発明者らが検討を行ったとこ
ろ、光吸収層の上に形成する誘電体層の膜厚が変わっても、光吸収層の可視光吸収率に大
きな変化が見られないことがわかった。これは、光吸収層の上に誘電体層が形成される初
期段階では、該光吸収層が表面側から酸化や酸窒化されるものの、誘電体層がある程度形
成された後は、光吸収層の酸化や酸窒化がさらに膜厚方向へ進むことはない為であると考
えられる。
【００３６】
２：低放射ガラスの各構成
　本発明は、ガラス板表面に、Ａｇ層を１層有する低放射膜が形成された、透過色がグレ
ー色調を呈するグレー色調低放射ガラスにおいて、該低放射膜が、ガラス板表面から順に
、第１誘電体層、Ａｇ層、第２誘電体層、光吸収層、及び第３誘電体層、が積層されたも
のであり、該第１誘電体層の光学膜厚が４５～８０ｎｍ、該Ａｇ層の物理膜厚が７～１０
ｎｍ、該第２誘電体層と該第３誘電体層の光学膜厚の合計が７５～１１０ｎｍ、及び該第
２誘電体層と該第３誘電体層の膜厚の合計値に対する、該第２誘電体層の膜厚が１８～５
５％であることを特徴とするグレー色調低放射ガラスである。
【００３７】
　本発明の好適な実施形態の１つを図１に示した。以下に各構成について説明する。
【００３８】
（ガラス板Ｇ）
　使用するガラス板Ｇは特に限定されるものではないが、例えば、通常使用されているソ
ーダ石灰ガラス、無アルカリガラス、高透過ガラス、風冷強化ガラス、化学強化ガラス、
網入りガラス、線入りガラス、ホウケイ酸塩ガラス、低膨張ガラス、ゼロ膨張ガラス、低
膨張結晶化ガラス、ゼロ膨張結晶化ガラス等を用いることが可能である。
【００３９】
　上記のガラス板Ｇの他に、樹脂等の透明基板を用いてもよく、例えばポリエチレンテレ
フタレート樹脂、ポリエチレンナフタレート樹脂、ポリエーテルサルホン樹脂、ポリカー
ボネート樹脂、ポリ塩化ビニール樹脂等が挙げられる。
【００４０】
　ガラス板Ｇの厚みは特に限定するものではないが、一般的に建築用窓ガラスとして使用
される３～１９ｍｍとしてもよい。
【００４１】
（誘電体層）
　誘電体層１１、１２、１３はＡｌ、Ｓｉ、Ｔｉ、Ｚｎ、Ｉｎ、及びＳｎからなる群から
選ばれる少なくとも１つを含む酸化物、窒化物、又は酸窒化物の透明な薄膜であることが
好ましい。当該誘電体層の第１層１１、第２層１２、第３層１３は低放射膜の反射色や透
過色を調整するものであり、各膜厚を特定の範囲内とすることにより所望の低放射ガラス
を得ることが可能となる。また、各層は２種類以上の膜が積層したものでもよい。
【００４２】
（第１誘電体層１１）
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　第１誘電体層１１は、ガラス板ＧとＡｇ層２との間に形成される層であり、光学膜厚を
４５～８０ｎｍとする。４５ｎｍ未満だとガラス面側の反射率が高くなり過ぎることや膜
面側の反射色の青色味が強くなり過ぎることがあり、また、８０ｎｍを超えると反射色が
赤色味を呈するようになる。好ましくは下限値を６０ｎｍ以上、上限値を８０ｎｍ以下と
してもよい。また、該第１誘電体層１１として酸化亜鉛構造を有する膜を用い、当該膜の
直上にＡｇ層２を形成すると、該Ａｇ層２の結晶性が向上するため好ましい。
【００４３】
（第２誘電体層１２、第３誘電体層１３）
　第２誘電体層１２及び第３誘電体層１３は、Ａｇ層２の上に形成される層であり、該第
２誘電体層１２と該第３誘電体層１３との間に光吸収層４を形成することによって、透過
色をグレー色とすることが可能となる。また、第２誘電体層１２と第３誘電体層１３の光
学膜厚の合計値、及び当該合計値に対する第２誘電体層の膜厚の比率を特定の範囲内とす
ることによって、所望の反射色を得る事が可能となった。
【００４４】
　本発明では、第２誘電体層１２と第３誘電体層１３の光学膜厚の合計を７５～１１０ｎ
ｍとする。７５ｎｍ未満だと反射色が赤色味を帯びることがあり、さらに斜めから見た場
合に反射色の赤色味が強く生じ易くなる。また、１１０ｎｍを超えると透過色が黄色味を
帯びたりガラス面側の反射率が高くなり過ぎたりして、好ましくない外観となることがあ
る。好ましくは下限値を８０ｎｍ以上、上限値を１００ｎｍ以下としてもよい。また、本
発明では、第２誘電体層１２と第３誘電体層１３の膜厚の合計値に対する、第２誘電体層
１２の膜厚を１８～５５％とする。１８％未満、又は５５％を超えると膜面側やガラス面
側の反射色が赤色味を帯びることがある。好ましくは下限値を２０％以上、上限値を４５
％以下としてもよい。
【００４５】
　また、第３誘電体層１３には、耐湿性や物理的・化学的耐久性に優れた材料を用いるの
が好ましい。中でも誘電体層１３のガラス板Ｇから最も遠い層（以下、「最上層」と記載
することもある）には、物理的・化学的耐久性を有する層を配置することが好ましい。例
えば、耐湿性に優れたＺｎＳｎＯ層と物理的・化学的耐久性に優れたＴｉＯ２の積層構造
等を用いるのが好ましい。
【００４６】
（Ａｇ層２）
　Ａｇ層２は赤外線を反射する機能を有する層であり、本発明においてＡｇ層２は１層で
ある。該Ａｇ層２は、Ａｇ膜又はＡｇを主成分とするＡｇ合金膜である。該Ａｇ合金膜と
しては、例えばパラジウム、金、白金、ニッケル、銅等の金属をそれぞれ５ｗｔ％以下の
範囲内で含むものとしてもよい。
【００４７】
　本発明では、Ａｇ層２の物理膜厚を７～１０ｎｍとする。７ｎｍ未満だと膜厚が薄くな
り過ぎて膜質の低下や膜の不連続性が生じ易くなったり、赤外線の反射性能が不十分にな
ったりすることがある。また、１０ｎｍを超えると反射色が赤色味や青色味を強く呈する
ことがある。
【００４８】
（バリア層３）
　一般的に、バリア層とはＡｇ層の直上に形成されるものであり、さらに上層に誘電体層
等を形成する際、Ａｇ層が酸素ガス等の反応性ガスによって劣化するのを抑制するもので
ある。通常、バリア層は形成時にＡｇ層を劣化させないようにする為、金属膜や合金膜が
用いられる。金属膜や合金膜は可視光を吸収するものが多いが、該バリア層の直上に他の
誘電体層を形成すると、この時使用する酸素や窒素を含むガスに起因して酸化や酸窒化さ
れ、可視光の吸収量を小さくすることが可能となる。従って、一般的には、ＺｎＡｌ、Ｔ
ｉ、ＮｉＣｒ、Ｎｂ及びステンレス鋼等をＡｇ層上に形成し、後の誘電体層を形成する工
程で十分に酸化や酸窒化させ、可視光吸収率を極力小さくした層が用いられている。
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【００４９】
　本発明においても、上記のようなバリア層を用いるのが好ましい。用いる場合、バリア
層３はＡｇ層２の直上に形成する。また、本発明者らが検討を行った結果、バリア層３の
可視光の吸収が大きいと、透過色がグレー色にならなかったり、反射色が色味を強く呈し
てしまったりして、所望の低放射ガラスにならないことがわかった。従って、バリア層３
は低放射膜の全層を形成後に極力可視光を吸収しないことが望ましい。なお、Ａｇ層２の
直上の層を形成する際に、Ａｇ層２を劣化させるようなガスを使用しない場合は、バリア
層３を用いなくともよい。
【００５０】
　使用するバリア層３としては、前述したように一般的に利用されている膜を用いればよ
い。使用する膜の種類や成膜条件によって、十分に酸化や酸窒化可能な膜厚が異なるが、
例えばＺｎＡｌは１．５～３．５ｎｍ、Ｔｉは１．０～２．５ｎｍ、ＮｉＣｒは１．０～
２．０ｎｍ、Ｎｂは１．０～２．０ｎｍ、及びステンレス鋼は１．５～２．５ｎｍとして
もよい。
【００５１】
（光吸収層４）
　光吸収層４は、第２誘電体層１２と第３誘電体層１３との間に形成される層である。本
発明は、光吸収層４を第２誘電体層１２と第３誘電体層１３との間に形成することによっ
て、透過光の可視光透過率を６５％以下、及び透過色をグレー色とすることを可能とした
ものである。
【００５２】
　本明細書における光吸収層４は、前述した測定方法で得られる単層での可視光吸収率が
２０～３０％となるものを用いた。また、バリア層３よりも可視光吸収率が高い膜である
としてもよい。なお、本明細書では前述したように光吸収層４の可視光吸収率を算出した
が、可視光吸収率の測定は必ずしも本手法である必要はない。
【００５３】
　光吸収層４としては、可視域での消衰係数が１以上の材料を用いるのが好ましい。また
、前述したバリア層３と同様に金属膜や合金膜を用いるのがより好ましく、例えばＴｉ、
ＮｉＣｒ、Ｎｂ、及びステンレス鋼からなる群から選ばれる少なくとも１つを有するとし
てもよい。金属膜や合金膜は、該光吸収層４の上層に誘電体層（例えば第３誘電体層１３
等）を形成する際、酸素や窒素を含むガスを用いると光吸収層４の表面が酸化や酸窒化さ
れ、可視光透過率が上昇する。そのため、光吸収層４は完全に酸化や酸窒化されないよう
膜厚を厚くするのが望ましい。好適な膜厚は使用する膜の種類によって適宜選択されれば
よく、例えば前述したバリア層３を超える膜厚にすればよいが、例えば、光吸収層４がＴ
ｉを有するものであり、該光吸収層４の物理膜厚が３～８ｎｍであるのが好ましい。
【００５４】
（低放射膜）
　得られる低放射膜は、ガラス板Ｇの表面に第１誘電体層１１を有するように形成するの
が望ましい。また、各種性能を損ねない程度であれば、ガラス板Ｇと低放射膜との間、低
放射膜の各層間、又は低放射膜の最上層に、任意の層を形成してもよい。
【００５５】
３：低放射ガラスの製造方法
　以下に本発明の低放射ガラスの製造方法の一例を説明する。なお、本発明は以下に限定
するものではない。
【００５６】
　本発明の低放射ガラスの低放射膜はスパッタリング法、電子ビーム蒸着法やイオンプレ
ーティング法等で形成されることが好ましいが、生産性、均一性を確保しやすいという点
でスパッタリング法が適している。
【００５７】
　スパッタリング法による低放射膜の形成は、各層の材料となるスパッタリングターゲッ
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トが設置された装置内を、ガラス板を搬送させながら行う。この時、装置内に設けられて
いる膜形成を行う真空チャンバー内にはスパッタリング時に用いる雰囲気ガスが導入され
ており、ターゲットに負の電位を印加することにより装置内にプラズマを発生させてスパ
ッタリングを行う。
【００５８】
　また、所望の膜厚を得る方法はスパッタリング装置の形式によって異なるため特に限定
しないが、ターゲットへの投入電力や導入ガス条件の調整により、成膜速度を変化させる
ことで膜厚を制御する方法や、基板の搬送速度を調整することで膜厚を制御する方法など
が広く用いられている。
【００５９】
　前記各誘電体層を形成する場合、使用するターゲットはセラミックターゲット、金属タ
ーゲット、どちらを用いても構わない。いずれにおいても使用する雰囲気ガスのガス条件
は特に限定するものでなく、例えばＡｒガス、Ｏ２ガス、及びＮ２ガス等から目的とする
膜に従ってガス種、混合比を適宜決めれば良い。また、真空チャンバーに導入するガスと
して、Ａｒガス、Ｏ２ガス、Ｎ２ガス以外の任意の第３成分を含んでも良い。
【００６０】
　また、前記のバリア層を用いる場合は、第２誘電体層を形成する際にバリア層を酸化や
酸窒化可能なように、Ｏ２ガス、Ｎ２ガス、ＣＯ２ガス等の反応性ガス雰囲気中で成膜す
るのが好ましい。
【００６１】
　Ａｇ層を形成する場合、使用するターゲットにはＡｇターゲット又はＡｇ合金ターゲッ
トを用いる。この時導入する雰囲気ガスにはＡｒガスを用いるのが好ましいが、Ａｇ膜の
光学特性を損なわない程度であれば異なる種類のガスを混合してもよい。
【００６２】
　バリア層を形成する場合、使用するターゲットは適宜選択すればよく、導入する雰囲気
ガスにはＡｒ等の不活性ガスを用いればよい。またこの時、バリア層は後工程で酸化や酸
窒化が可能な程度の膜厚にする。
【００６３】
　光吸収層を形成する場合、使用するターゲットは適宜選択すればよく、導入する雰囲気
ガスにはＡｒ等の不活性ガスを用いればよい。また、好ましくは可視域での消衰係数が１
以上の材料のターゲットを用いるのが好ましく、例えばＴｉ、ＮｉＣｒ、Ｎｂ、及びステ
ンレス鋼からなる群から選ばれる少なくとも１つを有するとしてもよい。また、光吸収層
を形成する際、酸素等の反応性ガスを用いると、酸化や酸窒化された膜となり、可視光吸
収率が小さくなってしまう場合があることから、Ａｒ等の不活性ガスを用いるのが望まし
い。
【００６４】
　光吸収層は、光吸収層に用いる材料と、後の第３誘電体層形成時に使用するガスとの組
み合わせによっては、層表面が酸化や酸窒化されることがある。酸化や酸窒化が生じると
前述したように可視光吸収性能を損なってしまうことから、酸化や酸窒化される材料を用
いる場合は、第３誘電体層形成後にも酸化や酸窒化されない部分が十分残る程度の膜厚と
するのが望ましい。例えば、光吸収層がＴｉの場合は、該光吸収層４の物理膜厚を３～８
ｎｍとするのが好ましい。
【００６５】
　プラズマ発生源には直流電源、交流電源、及び交流と直流を重畳した電源等、いずれも
用いられるが、誘電体層を形成する際に異常放電が生じやすい場合は、直流電源にパルス
を印加した電源又は交流電源を用いるのが好ましい。
【００６６】
４：複層ガラス
　また本発明の低放射ガラスを、建物用の単板や合せガラスとして使用してもよいが、複
層ガラスとして使用すると低放射膜を保護することが可能であり、かつ高い断熱性を示す
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ため建物用の窓ガラスとして好ましい。すなわち本発明の好適な実施形態のひとつは、前
述したグレー色調低放射ガラスと、ガラス板とを、中空層を介して一体化させた複層ガラ
スである。当該複層ガラスは外観がグレー色調であることから、壁面に対して調和し建物
の外観品質を向上させることが可能である。
【００６７】
　複層ガラスとして用いる場合、低放射ガラスの低放射膜が形成された面を他のガラス板
と中空層を形成するように所定間隔を隔て対向させ、周辺部をスペーサーやシール材で封
止する。該中空層はＡｒ、Ｈｅ、Ｎｅ、Ｋｒ、Ｘｅ等の不活性ガス、乾燥空気、Ｎ２等が
封入されるものであり、通常は乾燥空気を用いるが、より断熱性能や遮音性能を向上させ
ることを目的としてＡｒガスやＮｅガスなどを用いてもよい。
【００６８】
　前記スペーサーは内部に乾燥剤を有し、少なくとも２枚のガラス板間にブチルゴムやシ
リコーン等のシール材を介して固定されるものであり、軽量なアルミ材や樹脂材が用いら
れる。当該スペーサー、低放射ガラス、及びガラス板で囲まれた部分が中空層であり、該
中空層の厚みや封入する気体の種類によって、複層ガラスの断熱性を変化させることが可
能である。
【実施例】
【００６９】
　本発明の実施例及び比較例を以下に記載する。なお、本発明は以下の様態に限定される
ものではない。
【００７０】
　いずれの実施例及び比較例も、厚み３ｍｍのソーダライムガラス上に、マグネトロンス
パッタリング装置を用いて成膜を行った。また、いずれの実施例及び比較例においてもガ
ラス板及び膜は非加熱とし、成膜時にスパッタリングに由来してガラス板温度が上昇する
場合を除いて、特に加熱は行わなかった。
【００７１】
　各層はガラス板の搬送速度を調整する事により表１に記載した膜厚を得た。また、上記
の搬送速度は、予め膜の種類ごとに単層膜を形成し成膜速度を求めておき、この成膜速度
を使用して算出した。なお、表１、２、及び４の記載において、誘電体層は光学膜厚、Ａ
ｇ層、バリア層及び光吸収層は物理膜厚で記載した。また、表１において、第１誘電体層
をＤ１、第２誘電体層をＤ２、第３誘電体層をＤ３、Ａｇ層をＡｇ、バリア層をＢ、光吸
収層をＡ、及びＤ２／（Ｄ２＋Ｄ３）×１００で表されるＤ２の比率を比率（％）と記載
した。
【００７２】
（実施例１～１１、比較例１～７）
　まず、ガラス板を基材ホルダーに保持させ、各真空チャンバー内に所望のターゲットを
設置した。該ターゲットは裏側にマグネットが配置されている。次に、真空チャンバー内
を真空ポンプによって排気した。
【００７３】
　次に、第１誘電体層をガラス板上に成膜した。ターゲットにはＡｌが２ｗｔ％添加され
たＺｎ（以下ＺｎＡｌと記載することもある）ターゲットを用い、ＺｎＡｌターゲットへ
電源ケーブルを通じてＤＣ電源より１１００Ｗの電力を投入した。この時、真空ポンプを
連続的に稼動させながら、真空チャンバー内にアルゴンガスを２０ｓｃｃｍ、酸素ガスを
４０ｓｃｃｍで導入し、圧力を０．４Ｐａになるよう調節した。以上よりＺｎＡｌＯ膜を
得た。
【００７４】
　次に、ＺｎＡｌＯ膜の上にＡｇ層を成膜した。ターゲットにＡｇターゲット、真空チャ
ンバー内の雰囲気ガスはアルゴンガスを４５ｓｃｃｍで導入し、圧力は０．３Ｐａに調節
した。また、ＤＣ電源より投入する電力は３００Ｗとした。以上よりＡｇ膜を得た。
【００７５】
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　次に、Ａｇ膜の上にバリア層を成膜した。ターゲットにＺｎＡｌターゲット、真空チャ
ンバー内の雰囲気ガスはアルゴンガスを１００ｓｃｃｍで導入し、圧力は０．７Ｐａに調
節した。また、ＤＣ電源より投入する電力は４５０Ｗとした。以上よりＺｎＡｌ膜を得た
。
【００７６】
　次に、バリア層の上に第２誘電体層としてＺｎＡｌＯ膜を成膜した。所望の膜厚を得る
為に搬送速度を調整した他は、成膜条件を第１誘電体層と同様とした。
【００７７】
　次に、第２誘電体層の上に光吸収層としてＴｉ膜を成膜した。ターゲットにＴｉターゲ
ット、真空チャンバー内の雰囲気ガスはアルゴンガスを８０ｓｃｃｍで導入し、圧力は０
．６Ｐａに調節した。また、ＤＣ電源より投入する電力は３３０Ｗとした。以上よりＴｉ
膜を得た。
【００７８】
　次に、光吸収層の上に第３誘電体層としてまずＺｎＳｎＯ膜を成膜した。ターゲットに
Ｓｎが５０ｗｔ％添加されたＺｎ（以下「ＺｎＳｎ」と記載することもある）ターゲット
、真空チャンバー内の雰囲気ガスはアルゴンガスを１０ｓｃｃｍ、酸素ガスを５０ｓｃｃ
ｍで導入し、圧力は０．４Ｐａに調節した。また、ＤＣ電源により投入する電力は１１０
０Ｗとした。以上よりＺｎＳｎＯ膜を得た。
【００７９】
　次に、最上層としてＺｎＳｎＯ膜の上に、ＴｉＯ２膜を成膜した。ターゲットにＴｉタ
ーゲット、真空チャンバー内の雰囲気ガスはアルゴンガスを４０ｓｃｃｍ、酸素ガスを４
０ｓｃｃｍで導入し、圧力を０．５Ｐａになるよう調節した。また、２０ｋＨｚのパルス
を印加したＤＣ電源により投入する電力は３０５０Ｗとした。以上よりＴｉＯ２膜を得た
。
【００８０】
　上記の方法と同様の方法で、各層の膜厚を表１に記載した通りとし、実施例１～１１及
び比較例１～７のサンプルを得た。
【００８１】
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【表１】

 
【００８２】
（各種光学特性の測定）
　得られた各サンプルについて、以下の各種光学特性を測定した。測定はいずれも自記分
光光度計（日立製作所製、Ｕ－４０００）を用いた。また、得られた結果について、表２
、３に記載した。
【００８３】
（可視光透過率、可視光反射率）
　可視光透過率及び可視光反射率は、ＪＩＳ　Ｒ３１０６（１９９８）に準拠する方法で
算出した。
【００８４】
（透過色、反射色）
　透過色及び反射色は、ＪＩＳ　Ｚ８７８１－４に準拠して、ａ＊及びｂ＊の値を算出し
た。また、反射色については、膜面反射とガラス面反射についてそれぞれａ＊及びｂ＊を
求めた。
【００８５】
（光吸収層の確認）
　実施例４、５、７、及び比較例５で用いた光吸収層について、可視光吸収率を以下の方
法で算出した。まず、厚み３ｍｍのソーダライムガラス板上に、ガラス板／光吸収層／第
３誘電体層をこの順でサンプルを形成し、ＪＩＳ　Ｒ３１０６（１９９８）に準拠する方
法で可視光吸収率Ａを算出した。ただし、上記実施例及び比較例では第３誘電体層として
２層を積層している。本検討においては、光吸収層と接触している膜のみを「第３誘電体
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層」として用いることにした。次に、上記と同様のガラス板、及び第３誘電体層を、ガラ
ス板上に、ガラス板／該第３誘電体層の順に形成し、可視光吸収率Ｂを算出した。次に、
可視光吸収率Ａ－可視光吸収率Ｂを算出し、得られた値を光吸収層の可視光吸収率とした
。なお、上記の光吸収層、第３誘電体層は、各実施例及び比較例と同様の種類及び膜厚と
した。
【００８６】
　次に、比較例２、３で用いたバリア層についても、上記と同様の手法で可視光吸収率を
算出した。この時、ガラス板／バリア層／第２誘電体層の順でサンプルを形成した。以上
の結果を表２に示した。
【００８７】
【表２】

 
【００８８】
　実施例及び比較例の中で、実施例４の光吸収層は最も膜厚が薄く、実施例５の光吸収層
は最も膜厚が厚い。どちらの場合も可視光吸収率が２０～３０％の範囲内となった。また
、実施例７と比較例５は光吸収層は同じ厚みだが、上に形成した第３誘電体層の膜厚が２
倍以上異なる。どちらも可視光吸収率は同程度であり、上に形成する第３誘電体層の膜厚
の影響は大きくないことがわかった。
【００８９】
　また、参考例としてバリア層の可視光吸収率を測定したところ、可視光吸収率は６％未
満となった。また、上に形成する第２誘電体層の厚みが変わっても、前述した光吸収層の
場合と同様、可視光吸収率に大きな差はないことがわかった。
【００９０】
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【表３】

 
【００９１】
（比較例８～１５）
　各層の積層順及び各膜厚を表４に記載した通りとした他は、実施例１と同様の方法で低
放射ガラスを得た。なお、光吸収層を形成した位置は、比較例８、１２では第１誘電体層
とガラス板との間、比較例９、１３では第１誘電体層を２層として該第１誘電体層の２層
の間、比較例１０、１４では第１誘電体層とＡｇ層との間、及び比較例１１、１５ではＡ
ｇ層と第２誘電体層との間とした。
【００９２】
　比較例８～１５について、前述した光学特性の測定方法と同様の方法で、可視光透過率
、可視光反射率、及び透過光と反射光の色を求めた。得られた結果を表５に記載した。
【００９３】
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【表４】

 
【００９４】
【表５】

 
【００９５】
　実施例１～１１、及び比較例１～１５の各光学特性について、図２に透過光のａ＊とｂ
＊をプロットした図、図３に膜面反射のａ＊とｂ＊をプロットした図、図４にガラス面反
射のａ＊とｂ＊をプロットした図、をそれぞれ示した。図２～４より、実施例１～１１は
、いずれもグレー色調を示す数値の範囲内であることがわかった。また、いずれの実施例
も可視光透過率は６５％以下であり、グレー色調を示す数値の範囲内となった。さらに、
膜面反射の可視光反射率が７％以下、ガラス面反射の可視光反射率が１９％以下であり、
目視観察においてもギラつき等を生じないものだった。
【００９６】
　一方で、Ａｇ層が１１ｎｍである比較例１は、膜面反射の反射色のａ＊が赤色味を呈す
る値となり、また、ｂ＊が濃い青色味を呈する値となり、本発明の目的には適さないもの
となった。また、第２誘電体層の膜厚の比率が請求項１の範囲外である比較例２、３は、
膜面反射又はガラス面反射の反射色が赤色味を帯びた。また、第２誘電体層と第３誘電体
層の膜厚の合計値が請求項１の範囲外となる比較例４、５は、ガラス面反射の反射色が赤
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色味を帯びたり、透過色が黄色味を帯びたりしてガラス面反射率が高くなった。また、第
１誘電体層の膜厚が請求項１の範囲外となる比較例６、７は、膜面反射の反射光の青色味
が濃くなりガラス面反射率が高くなってしまい、膜面反射及びガラス面反射において、赤
色味を呈してしまうものとなった。
【００９７】
　比較例８～１１は、低放射膜のうちで光吸収層を形成する位置を変えた例であるが、い
ずれの比較例においてもグレー色調が得られなかった。また、比較例１２～１５は、光吸
収層を比較例８～１１と同様の位置に形成した低放射膜において、グレー色調に近付ける
為に各層の膜厚を変えた例である。しかし、いずれの場合もグレー色調を得る事が出来な
かった。
【符号の説明】
【００９８】
Ｇ：ガラス板、２：Ａｇ層、３：バリア層、４：光吸収層、１１：第１誘電体層、１２：
第２誘電体層、１３：第３誘電体層

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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